
千葉市乳児等通園支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境 

を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタ 

イルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付 

に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で 

柔軟に利用できる新たな通園給付（こども誰でも通園制度）の本格実施を見 

据え、児童福祉法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業（以下 

「事業」という。）を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とす 

る。 

（対象者） 

第２条 事業を利用することができる者（以下「対象者」という。）は、利用 

日時点において、本市に住所を有し、保育所、認定こども園、地域型保育事 

業所等に通っていない０歳６か月から満３歳未満のこどもの保護者とする。

なお、認可外保育施設に通っている０歳６か月から満３歳未満のこどもの 

保護者は対象とするが、企業主導型保育事業所に通っている０歳６か月から 

満３歳未満のこどもの保護者は対象外とする。 

（利用時間） 

第３条 こども一人当たり月１０時間を上限とする。なお、当該利用時間は当 

月のみ有効であり、前月及び翌月分等の使用はできない。 

（利用認定） 

第４条 事業を利用しようとする者は、乳児等通園支援事業利用認定申請書 

（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、 

第２条に規定する対象者の要件を満たすと認められるときは、申請者に対し 

し、乳児等通園支援事業利用認定証（様式第２号、以下「認定証」とい 

う。）を交付し、第２条に規定する対象者の要件を満たさないと認められ 

るときは、乳児等通園支援事業利用認定申請却下通知書（様式第３号）によ 

り通知するものとする。 

３ 市長は、保護者が虚偽の申告により同条第２項の認定証の交付を受け、実

施施設を利用したときは、千葉市乳児等通園支援事業補助金交付要綱別表で

定める補助金交付相当額を請求することができる。 

（利用認定の変更） 

第５条 利用認定を受けた後に、その内容を変更しようとする者は、乳児等通 

園支援事業利用変更申請書（様式第４号）を市長に提出しなければならな 



い。 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、 

変更内容が適当であると認められるときは、申請者に対し、乳児等通園支援 

事業利用認定変更承認通知書（様式第５号）を通知し、変更内容が適当でな 

いと認められるときは、乳児等通園支援事業利用認定変更不承認通知書（様 

式第６号）により通知するものとする。 

（利用認定証の再交付） 

第６条 対象者は、認定証を破損し、又は紛失した場合は、乳児等通園支援事 

業利用認定証再交付申請書（様式第７号）を市長に提出し、再交付を受ける 

ことができる。この場合において、破損したときは、その認定証を添付して 

提出しなければならない。 

２ 対象者は、認定証の再交付を受けた後において、紛失した認定証を発見し 

たときは、速やかに発見した認定証を市長に返還しなければならない。 

（利用決定の取消し） 

第７条 市長は、利用認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当する 

ときは、当該利用認定を取消すことができる。 

（１）第２条の要件に該当しなくなったとき。 

（２）虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。 

（３）やむを得ない事情により当該こどもの保育が困難となったとき。 

２ 市長は、前項の規定により利用認定を取り消したときは、乳児等通園支援 

事業利用認定取消通知書（様式第８号）により、当該保護者に通知するもの 

とする。 

（対象者のこどもの受け入れ） 

第８条 乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」とい 

う。）は、利用可能枠の範囲において利用の申込みがあった場合には、当該 

こどもを受け入れなければならない。ただし、職員配置及び乳児等通園支援 

事業者の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、この 

限りでない。その場合にあっては、その旨及び理由を市長に報告しなければ 

ならない。 

（利用料） 

第９条 乳児等通園支援事業者は、対象者から別表に掲げる利用料を徴収する 

ものとする。 

２ 乳児等通園支援事業者は、給食おやつ代その他実費を徴収しようとする際 

はあらかじめ当該費用を定め周知し、保護者同意のうえ、徴収するものとす 

る。 

（個人情報の保護） 



第１０条 乳児等通園支援事業者は、こども及び保護者に係る個人情報を保 

護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。 

（事故報告） 

第１１条 乳児等通園支援事業者は、事業の実施に当たり事故が発生したとき 

は、直ちに、事故連絡票（様式第９号）により市長に報告するものとする。 

２ 乳児等通園支援事業者は、前項の規定による報告を行ったときは、当該事 

故の発生後３日以内に、保育中・保育施設外におけるこどもの事故報告書 

（様式第１０号）を市長に提出するものとする。 

（指導監督） 

第１２条 市長は、乳児等通園支援事業者からの相談を受け付けるとともに、 

適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。 

（補助金の交付） 

第１３条 市長は、千葉市乳児等通園支援事業補助金交付要綱に定めるところ 

により、事業に要する経費について、乳児等通園支援事業者に対し、補助金 

を交付することができる。 

（利用状況の報告） 

第１４条 乳児等通園支援事業者は、毎月の事業の利用状況を、翌月の１０日 

までに、乳児等通園支援事業実績報告書（様式第１１号）により、市長に報 

告しなければならない。 

(電磁的記録) 

第１５条 実施施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するものの 

うち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正 

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる 

情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で 

行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、 

当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ 

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ 

る情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、こ 

ども未来局長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

２ 千葉市こども誰でも通園制度試行事業実施要綱は、廃止する。 

 



  



別表 

区分 料金（こども１人１時間あたり） 

生活保護世帯 ０円 

市町村民税非課税世帯 ６０円 

上記以外の世帯 ３００円 

 

  



 



 

 

  



 

様式第３号 

千葉市指令   第   号 

 

 

住所 

氏名 

 

乳児等通園支援事業利用認定申請却下通知書 

 

 年 月 日付申請のあった、乳児等通園支援事業利用認定申請について、

次のとおり却下としたので通知します。 

 

 年 月 日 

 

千葉市長               印 

 

対象児童 

住所  

フリガナ  

氏名  

生年月日 年   月   日 

却下の理由  

（審査請求等について） 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起 

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

様式第４号 

 

乳児等通園支援事業利用変更申請書 

 

 年 月 日 

（あて先）千葉市長 

 

（保護者） 

住所                

フリガナ 

氏名                

連絡先電話番号                

連絡先電子メールアドレス 

          ＠            

 

下記のとおり、利用認定内容の変更をしたいので申し込みます。 

 

対象児童名  

生年月日 年    月    日 

変更内容 

変更前 変更後 

  

変更理由 

  

１．生活保護受給の開始または廃止（停止を含む）の方は証明する書類を添付してください。 

２．障害者手帳等を取得された際は、障害者手帳等の写しを添付してください。 

 



 

様式第５号 

千葉市指令   第   号 

 

住所 

氏名 

 

乳児等通園支援事業利用認定変更承認通知書 

 

 年 月 日付申請のあった、乳児等通園支援事業の利用変更について、次

のとおり承認したので通知します。 

 

 年 月 日 

 

千葉市長              印 

 

対象児童名  

生年月日 年    月    日 

変更内容 

変更前 変更後 

  

変更理由 

  

 

 

  



 

様式第６号 

千葉市指令   第   号 

 

 

住所 

氏名 

 

乳児等通園支援事業利用認定変更不承認通知書 

 

 年 月 日付申請のあった、乳児等通園支援事業の利用変更について、次

のとおり不承認としたので通知します。 

 

 年 月 日 

 

千葉市長               印 

 

対象児童名  

生年月日 年    月    日 

不承認の理由 

 

 

（審査請求等について） 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起 

算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 

  



 

様式第７号 

 

乳児等通園支援事業利用認定証再交付申請書 

 

 年 月 日 

（あて先）千葉市長 

 

（保護者） 

住所                

フリガナ 

氏名                

連絡先電話番号                

連絡先電子メールアドレス 

          ＠            

 

下記のとおり、乳児等通園支援事業利用認定証の再交付を申請します。。 

 

保護者 

住所  

フリガナ 

氏名 
 

対象児童 

フリガナ 

氏名 
 

生年月日 年    月    日 

再交付の理由 

□ 破損 

□ 紛失 

□ その他 

（                       ） 

 

 

  



 

様式第８号 

千葉市指令   第   号 

 

住所 

氏名 

 

乳児等通園支援事業利用認定取消通知書 

 

 年 月 日付申請のあった、乳児等通園支援事業の利用を取り消すことと

したので通知します。 

 

 年 月 日 

 

千葉市長               印 

 

対象児童名  

生年月日 年    月    日 

取消しの理由 

 

 

 

  



様式第９号 

事   故   連   絡   票 

 

施設名  連絡者 
職  

氏名  

 

事    故    状    況 

 

児童名  

生年月日 年   月   日 

年齢 満   歳 

発生年月日 年   月   日   曜日    時   分頃 

発生場所と

状況 

 

 

 

 

 

怪我の程度  

病院での 

処置 

・病 院 名 

・処  置   （１）レントゲン撮影  有 ・ 無 

        （２）針縫合 

        （３）骨折 ・ 捻挫 

        （４）その他（                ） 

・指導事項 

・次回の受診予定   有 ・ 無 

・入  院      有 ・ 無 

※ 即日、当課へ電話連絡したのち、メールまたはＦＡＸをしてください。 

幼保支援課  電話番号 ０４３－２４５－５９７９ 

ＦＡＸ  ０４３－２４５－５６２９ 

Email   shien.CFE@city.chiba.lg.jp 



 



 


